
コーポレート・ガバナンス
当社の経営理念を実践し、収益性と企業価値の向上を図るために定めた基本方針を経営トップを含めた全従業員
の日々の規範とし、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めています。コーポレート・ガバナンスに
おいては経営の透明性や健全性を確保しながら、ガバナンス体制のさらなる強化を推進します。

ガバナンス コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス推進体制
コーポレート・ガバナンス体制の概要（2022年6月24日現在）

機関 主な取り組み内容 役職 氏名

取締役会
10名

重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執行状況の監督を行うた
め、原則毎月1回の定例の取締役会を開催しています。

代表取締役社長 中本 祐昌

常務取締役
川戸 宏之

奥田 清人

取締役

久保 好永

向原 政昭

松本 真明

野口 貴博

伊永 成伸

社外取締役
奏 清

石橋 三千男

監査役会
４名

取締役及び執行役員の業務執行状況について、厳正な監視を行っていま
す。原則毎月1回の監査役会を開催し、監査の方針、監査結果の情報共
有等を行っています。

監査役
江草 善行

早田 三樹夫

社外監査役
三輪 洋二

森川 和彦

 取締役会の構成
取締役会は「営業部門」「製造部門」「間接部門」の各事

業分野から選任された取締役と、会社を取り巻く法令に
関して専門知識を有する社外取締役（2名）の10名で構
成されております。性別や国籍を問わず、当社の経営資
源である木材に関する専門知識や、経営に関する各種知
識や経験及び優れた人格などを有する人材を取締役に登
用しておりますが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の
面を含む多様性も考慮のうえ、今後も取締役会の構成を
検討してまいります。

 当該体制を採用する理由
当社取締役は、各自が自由・独立の立場から経営に参画しており、活発な意見交換を行いながら職務遂行状況を客観

的に把握することで、互いの業務を監督しています。また、監査役は常時取締役会に出席し、客観的立場から、随時発言
を行っています。

なお、当社の監査役会には、社外取締役がオブザーバーとして出席し、監査結果の情報共有等を行っています。これ
らにより、監査・監督機能が十分に機能する体制にあるとして、当該体制を採用しています。

 取締役会の実効性分析方法
取締役会は、取締役会全体の実効性を分析するため、定期的に取締役、監査役を対象にアンケートを実施しています。

アンケートは各項目５段階評価で、項目ごとに意見を記載できるようにしております。５段階評価では、平均点により
おおむねの判断をする一方、少数意見であっても低評価の項目については、その理由の把握に努めております。５段階
評価の結果、項目ごとに記載された意見について集約し、取締役会において審議を行い、さらなる取締役会機能向上を
図っております。

 取締役会の実効性評価
2021年度のアンケートの結果、取締役会の実効性に

ついて大きな問題は見受けられないとの結論が得られ
ましたが、社外役員への情報提供、社外役員と経営陣と
の意見交換の機会の提供について改善を要する点とし
て確認しております。今後もこれまで以上に、定期的な
情報提供、意見交換の場を持つよう努めてまいります。

 監査役会の構成
監査役会は、当社の事業について詳しい社内監査役

（2名）、弁護士・税理士等の資格を有する社外監査役2
名で構成されており、いずれも適切な経験・能力を有
し、また財務・会計・法務に関する知識を有しておりま
す。うち１名は財務・会計に関する十分な知見を有して
おります。

アンケート項目の概要
1.取締役会の構成
2.取締役会へ上程される議案、報告事項
3.取締役会における審議の状況
4.取締役会における利益相反の管理
5.その他（情報提供、意見交換の機会など）

 役員報酬（2022年3月期）
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るイン

センティブとして十分に機能するよう株主利益と連動
した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針
としています。

役員報酬

区分 人員
（名）

総額
（百万円）

取締役
（うち社外取締役）

11
（2）

152
（6）

監査役
（うち社外監査役）

4
（2）

18
（7）
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リスクマネジメント コンプライアンス
ウッドワンではあらかじめ事業や投資家の判断に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクの評価・抽出を行い、
リスクの未然防止活動とリスク対応の向上に努めています。

法令や社会的ルールなどを遵守し、公正・透明な行動を推進していく組織文化の醸成に取り組み、グループ全体
の社会的信頼度向上に努めています。

リスクマネジメントに関する取り組み コンプライアンスに関する取り組み
 リスク管理の推進
当社は、リスク管理を推進するため、2007年3月に

「リスク管理規程」を定め、規程に従いリスク管理担当役
員を置いています。担当役員は、総務担当取締役がこれ
にあたり、総務人事部が中心となり全社的なリスク管理
体制の構築、運営、リスク管理に関する内部監査の実施
等を行っています。各部門においては、顕在的リスク及
び潜在的リスクの検証を行い、リスク現実化の未然防止
策及びリスク現実化の際の対応策等を策定しています。

また、万が一の場合には代表取締役社長を本部長、総
務人事部長を事務局長とする対策本部を設置し、危機の
解決・克服もしくは回避し、再発防止策の検討、決定、
実施を行います。

 コンプライアンスの推進
「コンプライアンス基本規程」をはじめとする規程に

より定めた基本方針を全社員に浸透させるため、お客
様、投資家、取引先、地域社会といったステークホル
ダーに対する行動規範を記した経営理念手帳を全社員に
配付し、定期的な読み合わせを行っています。また、入
社時の新入社員研修をはじめ、必要に応じてコンプライ
アンス研修を実施しコンプライアンス意識の啓発に努め
ています。

 グループ会社のコンプライアンス体制
グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、

「コンプライアンス基本規程」の遵守等適切な法令及び定
款の遵守体制を構築・運営しています。

グループ各社の経営について、各社の自主性を尊重し
つつも、各社から事業内容の定期的な報告を受け、各社
の重要案件については事前に協議を行い、当社またはグ
ループ各社に重大な影響を及ぼす事項については、当社
取締役会または経営統括会議の事前承認を必要としてい
ます。

 コンプライアンスに関する監査
当社の内部監査の組織については、内部監査室（３名）

が法令・規程等の遵守状況及び業務の効率性などを定期
的に監査し、その監査結果を監査役に報告し、かつ、被
監査部門にフィードバックしています。指摘事項につい
ては、被監査部門が改善を行い、その結果を内部監査室
へ報告することを求めており、確実な改善を行うように
努めています。内部監査にはできる限り監査役も同行し、
連携を図って監査を行っています。

 インサイダー取引の防止
当社では、インサイダー取引を未然に防止するため、

「インサイダー取引管理規程」を定めてこれを遵守してい
ます。この規程により、情報の管理、開示方法の明確化
等を図り、役員・従業員等によるインサイダー取引の未
然防止に努めています。

 事業等のリスク
事業等のリスクに関しては、有価証券報告書に記載の

通り、以下を認識しています。
(1)業績の変動要因について
　① 業績の変動要因に関するリスク
　② 原材料の調達及び価格変動に関するリスク
　③  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する

リスク
　④ 為替変動に関するリスク
　⑤ 木質バイオマス燃料の安定確保に関するリスク
　⑥  地震・津波・台風等の大規模な自然災害に関す

るリスク
　⑦ 海外展開にともなうリスク
　⑧ 固定資産の減損会計に関するリスク
　⑨ 情報システムに関するリスク
　⑩  温室効果ガス削減（脱炭素）への世界的な取り組

みの進展に関するリスク
(2) ニュージーランドにおける事業内容及び業績・総

資産の推移に関するリスク
(3)有利子負債依存度に関するリスク

ガバナンス リスクマネジメント・コンプライアンス

新型コロナウイルス感染症への対応を継続
当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受

けて、2020年2月より出勤時の検温義務化、イベント・
企業訪問等の自粛や在宅勤務の導入など、従業員を含め
たステークホルダーの安全を最優先に、事業活動への影
響を最小限にすべく感染拡大防止策を継続しています。
2020年4月には、独自の「新型コロナウイルス感染症拡

大防止マニュアル」を作成し、当社及び当社グループに
て徹底し、感染リスクの低減を図っています。

新型コロナウイルス感染症発症が確認された場合、行
動記録をもとに消毒等を行い、所管保健所をはじめとす
る関係各所と連携し必要な措置を適切に実施していま
す。

主な取り組み
2021年度

内部通報件数 0件

コンプライアンスに関わる事故・事件での刑事告発 0件
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